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４．就労系サービス 

 

（１）就労継続支援Ａ型 

（年度途中に新規指定された就労継続支援Ａ型事業所の基本報酬の算定） 

問 23 就労継続支援Ａ型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規

指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。 

（答） 

 従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績

に関わらず、初年度及び２年度目は評価点が８０点以上１０５点未満の場合であ

るとみなして、基本報酬を算定する。 

 

（２）就労継続支援Ｂ型 

（平均工賃月額の算定方法） 

問 24 今般の報酬改定により、就労継続支援Ｂ型事業所の前年度の平均工賃

月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開

所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。

また、算出に当たっての１日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数

点の取扱について、どのようにすればよいか。 

【見直し後の平均工賃月額の算定方法】 

ア 前年度における工賃支払総額を算出 

  イ 前年度における開所日１日当たりの平均利用者数を算出 

    前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 

  ウ 前年度における工賃支払総額（ア）÷前年度における開所日１日当た

りの平均利用者数（イ）÷12月により、１人当たり平均工賃月額を算出 

（答） 

 開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を

開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的とし

ていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバザー等の行事で

利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、開所日として算定して差

し支えない。 

 

 また、「前年度における開所日１日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱につ

いては、小数点第１位までを算出する。小数点第２位以降もある場合は小数点第

２位を切り上げるものとする。 

 例：１４．６７９人の場合⇒１４．７人 

 

 加えて、平均工賃月額の小数点については、円未満を四捨五入する。 




